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１ 防災行政無線では  

■避難に関する情報  

災害の発生や災害発生の恐れのある情報などの緊急情報や行政に関係す 

る各種情報などをサイレンや音声で市民の皆さまへお伝えします。本市で 

は、災害発生など避難が必要な場合には、防災センターから全市一斉や地 

域を限定した緊急情報をお知らせします。市からの避難情報の発令にあた 

っては、該当地域の連合自治会長に事前連絡を行います。 

 

２ 放送が鳴った場合には  

■避難行動 

  避難情報など、特に緊急を要する情報を市民の皆さまへお伝えする場合 

は、冒頭にサイレンを付け加えて放送します。サイレンや音声が聞こえた 

場合は、防災行政無線の情報とあわせて、テレビやラジオなどでも情報を 

確認し、身を守る行動を取っていただくようお願いします。 

■避難の呼び掛け 

  近隣の方にも避難を呼び掛け避難してください。 

※避難に備え、食料や水などの準備やハザードマップで危険箇所や避難 

場所などの確認をお願いします。 

 

３ 防災行政無線の設備について  

（１）防災行政無線の設備 

   防災行政無線は、各自治体が防災を目的に使用する無線放送設備で、 

  自営の無線網を使用しているため、輻輳することなく防災情報を短時間 

で一斉に情報を伝達することができる有効な情報入手手段です。 

   本市では、令和３年４月から全市域へデジタル防災行政無線を整備し 

防災センターの親局、仁寿山、荒神山、谷山の中継局を通じて、市内４ 

２９局の屋外スピーカにより緊急放送などを行っており、また、Ｊアラ 

ートや他の情報入手手段と連携し、即時性も有しています。 
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【システム構成イメージ図】 

 

             出典：総務省消防庁「防災行政無線（同報系）のイメージ」 

【設備概要】 

親局１局（防災センター） 

無線機、アンテナ、操作卓、直流電源装置等で構

成。防災行政無線のシステム全体を統括管理し、

親局から屋外スピーカを通じて、避難情報などを

放送します。  

中継局３局（仁寿山、荒神山、谷山） 

親局からの電波を受信し、市域全域に電波が届く

ように電波を中継する設備です。 

 

  

遠隔制御装置３箇所（防災センター、家島、坊勢） 

ネットワークを利用して、親局の操作卓以外から

放送ができる装置です。 
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再送信子局６局（家島１、夢前３、香寺１、安富１） 

中継局からの電波を受信し、さらに遠方の電波不

感地帯へ電波を発射するほか、屋外スピーカの機

能も備える設備です。 

 

 

屋外スピーカ４２９局 

アンプ、スピーカ、制御部で構成。親局からの電

波を受信し、スピーカで放送する設備。一般的な

スピーカと幅広く遠距離まで届く高性能スピーカ

を組み合わせることで効果的・効率的に居住地を

包含できるように設置しています。  

（２）デジタル設備 

   デジタル化と高性能スピーカの導入により、市内の様々な場所で雑音 

のない明瞭な音で放送が行えます。 

 

４ 屋外スピーカとは  

（１）屋外スピーカの概要 

   防災行政無線の屋外スピーカは、サイレンや音声で緊急情報などを市 

民の皆さまへお知らせする放送設備です。 

（２）屋外スピーカの設置目的 

   屋外スピーカは、音達距離の異なるスピーカを選定し、効果的・効率 

的に配置することで、音達区域が全市域の居住地を包含できるように設 

置しています。 

（３）屋外スピーカの聞こえる範囲 

   屋外スピーカは音により広範囲に情報を伝える設備で、屋外スピーカ 

からの音の到達範囲はおよそ３００メートルから８００メートルです。 

  なお、気象条件や周辺の構造物などの影響により、必ずしもこの到達距 
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離が保証されるものではありません。令和２年３月に消防庁防災情報室が作

成した「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」の中でも、音声による

情報伝達が中心となるので、風向きや天候、場所（屋内・屋外の別やスピー

カからの距離等）により、聞こえ方が異なるとされています。気象警報の発

表や河川の水位、降雨の状況などに市民の皆さま自身が関心を持っていただ

き、テレビやメール、アプリ、インターネットなど、複数の情報入手手段で

情報の入手に努めてください。 

 

【スピーカの概要】 

スピーカの種類 音達距離（ｍ） 特 徴 

レフレックス ３００～５００ 一般的なもの 

ストレート ３００～５００ 音の直進性が高い 

ソノコラム ５００～８００ 指向性が広く、遠くまで音達可能 

 

 

 

 

 

 

（４）屋外スピーカの機能 

   防災センターから、屋外スピーカを全市一斉または個別スピーカの選 

択をして放送することができます。その時々の状況によって放送場所を 

選択し、緊急情報などをお知らせします。 

（５）アンサーバック付き屋外スピーカ 

   各小学校や孤立の可能性がある集落等に双方通信機能を備えたアンサ 

ーバック付き屋外スピーカを整備しています。 

これにより、防災センターにある親局とアンサーバック付き屋外スピ 

  ーカとの無線回線を利用した、市職員などによる無線通話を行うことが 

できます。 

（レフレックス） 
（レフレックス） （ストレート） （ソノコラム） 
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５ 放送の種類  

  防災行政無線の運用方法は、電波法令に基づき本市が受けている無線局

免許上の目的である「公共業務用（人命及び財産の保護、治安の維持、気

象通報その他これに準ずる公共の業務を遂行するもの）」の範囲内とし、

「緊急情報」と「一般放送」を流します。 

緊急放送（時間に関係なく放送します。） ＊Ｊアラート連携 

避難情報 

（サイレン付加） 

【警戒レベル３】高齢者等避難 

【警戒レベル４】避難指示 

【警戒レベル５】緊急安全確保 

＊地震情報 緊急地震速報（気象庁は、最大震度が５弱以上と予想された場

合に、震度４以上が予測される地域を対象に発表します。） 

＊津波情報 

（サイレン付加） 

大津波警報、津波警報、津波注意報 

＊気象情報 特別警報、土砂災害警戒情報、台風接近情報 

＊国民保護情報 

（サイレン付加） 

弾道ミサイル情報、航空攻撃情報 

ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報 

その他 大規模災害等で人命や市民生活に影響を及ぼすもの、ラ

イフラインの障害等、復旧までに時間がかかるもの 

一般放送（原則、日中に放送します。） 

行政情報 行政に関係する各種情報・注意喚起、防災訓練等 

＊全国瞬時警報システム（Ｊアラート）と防災行政無線を連携させること 

で、気象庁や内閣官房から配信される緊急情報を、市職員の手を介さずに 

自動的に放送します。（台風接近情報は除く。）  

Ｊアラートとは、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など、対 

処に時間的余裕のない事態に関する情報をスマートフォン等に配信される 

緊急速報メール、防災行政無線等により、国から市民の皆さまへ瞬時に伝 

達するシステムのことです。 
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６ 主な放送内容  

（１）避難情報 

【警戒レベル３】高齢者等避難 

   こちらは、ぼうさい姫路です。 

姫路市から（避難指示対象地域）の住民の皆さまにお知らせします。 

（避難指示対象地域）に【警戒レベル３】高齢者等避難を発令しまし 

た。（避難情報・避難場所情報） 

【警戒レベル４】避難指示 

   こちらは、ぼうさい姫路です。 

姫路市から（避難指示対象地域）の住民の皆さまにお知らせします。 

（避難指示対象地域）に【警戒レベル４】避難指示を発令しました。 

（避難情報・避難場所情報） 

【警戒レベル５】緊急安全確保 

   こちらは、ぼうさい姫路です。 

姫路市から（避難指示対象地域）の住民の皆さまにお知らせします。 

（避難指示対象地域）に【警戒レベル５】緊急安全確保を発令しまし 

た。（避難情報・避難場所情報） 

（２）地震情報（緊急地震速報）    

こちらは、ぼうさい姫路です。 

緊急地震速報。大地震です。大地震です。 

（３）津波情報（大津波警報）    

こちらは、ぼうさい姫路です。 

大津波警報。大津波警報。 

   直ちに高台へ避難してください。  

（４）気象情報（特別警報）    

こちらは、ぼうさい姫路です。 

特別警報が発表されました。 

周辺の状況をみて避難行動をとってください。 
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（サイレンパターン） 

（５）国民保護情報（ゲリラ攻撃情報）    

こちらは、ぼうさい姫路です。 

   ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があ 

ります。屋内に避難しテレビ・ラジオをつけてください。 

（６）行政情報 

   こちらは、ぼうさい姫路です。 

   姫路市からお知らせします。 

（お伝えする情報） 

 

７ サイレンが鳴った場合には 

  国のＪアラートと連携して配信される「津波情報」や弾道ミサイル情報 

などの「国民保護情報」をはじめ、本市が発令する避難情報の「警戒レベ 

ル３ 高齢者等避難」、「警戒レベル４ 避難指示」、「警戒レベル５  

緊急安全確保」など、特に緊急を要する情報を市民の皆さまへお伝えする 

場合に、冒頭にサイレンを付け加えて放送します。 

  サイレンが鳴った場合には、テレビやラジオなど様々な情報入手手段に 

より、情報を確認し、身を守る行動を取っていただくようお願いします。 

   

こちらで、緊急情報（津波情報、国民保護情報、避難情報）のサイレン 

を確認できます。なお、視聴する際には音量に注意してください。 
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８ 定時放送について  

  屋外スピーカの動作確認や市民の皆さまへ屋外スピーカの存在、音量の 

程度を確認していただくために定時放送を実施します。毎月１７日１７時 

１５分に、全域で「夢ある姫路（まち）」の曲を流します。 

 

（放送例） 

「こちらは姫路市です。これは、毎月１７日の定時放送です。」 

♪夢ある姫路（まち）放送♪「これで定時放送を終わります。」 

  なお、旧町域では、次のとおり従来の定時放送も継続します。 

町 名 内 容 

家島 ６時００分（ふるさと）、１２時００分（グリーンスリーブス） 

１７時００分（夕焼け小焼け） 

夢前 １７時００分（夢とんとん） 

香寺 ７時００分（ウエストミンスターの鐘）、１８時００分（家路） 

安富 ６時００分（ふるさと：三坂） 

１２時００分（グリーンスリーブス：末広、名坂、三森、瀬川、

狭戸） 

１０月～３月：１７時００分（夕焼け小焼け：全域） 

４月～９月：１８時００分（家路：全域） 

 

９ 情報入手手段について  

複数の情報入手手段を確保することでより確実に情報を入手できること 

から、本市からの緊急情報などは防災行政無線と連携させ、緊急速報メー 

ル、登録制メール「ひめじ防災ネット」、市公式ＬＩＮＥ、防災アプリ

「全国避難所ガイド」、ＷＩＮＫ、ＦＭゲンキ、戸別受信機、防災情報の登 

録制電話配信サービス、防災情報の登録制ファクス配信サービス、防災行 

政無線聞き直しテレフォンサービスなどで、一斉に情報を発信します。 
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【本市が有する情報入手手段】 

情報入手手段（１９種類） 

（◆防災行政無線と連携して情報発信） 

情報の受け手側 情報伝達 

形態※ 屋外 屋内 

① ◆防災行政無線（全市域） ○ △ ＰＵＳＨ型 

② ◆戸別受信機 × ○ ＰＵＳＨ型 

③ ◆緊急速報メール・エリアメール ○ ○ ＰＵＳＨ型 

④ ◆登録制メール「ひめじ防災ネット」 ○ ○ ＰＵＳＨ型 

⑤ ◆姫路市ホームページ ○ ○ － 

⑥ ◆ひめじ防災Ｗｅｂ ○ ○ － 

⑦ ◆市公式ＬＩＮＥ ○ ○ ＰＵＳＨ型 

⑧ ◆防災アプリ「全国避難所ガイド」 ○ ○ ＰＵＳＨ型 

⑨ 防災アプリ「Ｙａｈｏｏ！防災速報」 ○ ○ ＰＵＳＨ型 

⑩ 防災アプリ「ひょうご防災ネット」 ○ ○ ＰＵＳＨ型 

⑪ ◆姫路ケーブルテレビ「ＷＩＮＫ」１１１ｃｈ ☓ ○ － 

⑫ Ｌアラート（ＮＨＫ、サンテレビ） ☓ ○ － 

⑬ ◆コミュニティＦＭ「ＦＭゲンキ」７９.３ＭＨＺ ○ ○ － 

⑭ ◆告知放送端末（夢前町） ☓ ○ ＰＵＳＨ型 

⑮ ◆Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ） ○ ○ － 

⑯ ◆防災行政無線聞き直しテレフォンサービス ○ ○ － 

⑰ ◆防災情報の登録制電話配信サービス ☓ ○ ＰＵＳＨ型 

⑱ ◆防災情報の登録制ファクス配信サービス ☓ ○ ＰＵＳＨ型 

⑲ 庁内放送設備 × ○ ＰＵＳＨ型 

（備考）○：情報取得可能 △：場合によっては情報取得不可 ☓：情報取得不可 

※ＰＵＳＨ型とは、情報の受け手側に一方的に情報を通知する方式 

 出典：総務省消防庁防災情報室「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」 

本市では、防災行政無線をはじめとして、様々な情報入手手段を用いて、情

報発信を行っています。災害状況によって、情報入手手段も影響を受けますの

で、複数の手段を活用し情報を入手していただきますようお願いします。 
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（戸別受信機） 

【放送内容の確認方法】 

戸別受信機 

  令和４年４月から高齢者や障害者の方を対象に助成事業を開始し、防災 

行政無線の音声を配信しています。 

  ◆対象 市内の土砂災害警戒区域または洪水浸水想定区域の住宅に居住 

し、次のいずれかに該当する方がいる世帯 

① 世帯の全員が６５歳以上 

② 介護認定区分が要介護３以上 

③ 身体障害者手帳第１種 

④ 療育手帳Ａ判定 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１級 

※上記に該当しない方でも、状況に応じて登録できます。 

  ◆配信情報 本市が発令する避難情報、津波情報、国民保護情報、その

他の緊急情報、行政情報など 

  ◆補助内容 戸別受信機本体費の１０分の７、調査費・アンテナ本体費・

設置費の全額 ※購入者の負担額は１万円程度です。 

  ◆申し込み 毎年、５月上旬から６月下旬まで、９月上旬から

１０月下旬までの間、危機管理室（防災センター５階）で受

付を行っています。   

詳しくは、危機管理室へお問い合わせください。 

  ◆注意事項  

   ⑴ 戸別受信機は受注生産のため、申し込みから設置までに数カ月お 

    待ちいただく場合があります。 

   ⑵ 電波の受信状況によりアンテナの設置が必要な場合があります。 

   ⑶ 設置に伴うコンセントの増設費、電気料金、乾電池、修理費など 

    の維持管理費は購入者負担になります。 

   ⑷ 設置時に現地調査を行いますが、電波は一時的に季節的な要因や 

建築物等の電波障害により、受信状況が変動する場合があります。 
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13 防災行政無線運用マニュアル 

（市ＬＩＮＥ公式アカウント） 

防災情報の登録制電話・ファクス配信サービス 

  屋外スピーカ等で緊急情報を確認できない方を対象に、電話やファクス 

で緊急情報を配信します。 

  ◆対象 市内在住で、自宅に固定電話またはファクスを設置しており、 

次のいずれかに該当する方 

① 聴覚や視覚等に障害がある方 

② 携帯電話やスマートフォンを所有していない方 

※上記に該当しない方でも、状況に応じて登録できます。 

  ◆配信情報 本市が発令する避難情報、津波情報、国民保護情報、その

他の緊急情報、行政情報など 

  ◆登録方法 登録書を持参か郵送、ファクス、電子メール 

で危機管理室へ提出してください。 

登録書は、危機管理室や障害福祉課（市役所１階）で配布。 

ホームページからも取り出せます。 

 

防災行政無線聞き直しテレフォンサービス 

  防災行政無線で放送された内容を電話で聞き直しすることができます。 

  聞き直し電話番号：０７９－２４０－９１０７ 

 

市公式ＬＩＮＥ 

  市公式ＬＩＮＥで、気象情報、避難情報、行政情報などを配信します。  

ＬＩＮＥで友だち追加後に、受信設定において「希望する情報」で、 

「安全・安心」内の「ひめじ防災ネットからのお知らせ」を設定いただく 

必要があります。 

 また、本市では、携帯・災害避難カード「命のパスポート」を市公式Ｌ 

ＩＮＥで運用しています。避難場所などを登録し、いざという時に活用し 

ましょう。 

 

 

（登録制電話等） 



 

 p. 14 

14 防災行政無線運用マニュアル 

防災アプリ「全国避難所ガイド」 

  避難所の検索や、気象情報、避難情報、行政情報などをスマートフォン

で確認できます。本市の防災行政無線の放送も配信します。 

※設定方法：設定→地域防災情報→画面右上「+」→配信を受けたい地域

を選択する。 

  ＱＲコードを読み取って、ダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録制メール「ひめじ防災ネット」 

  県や市からの緊急情報やお知らせが、携帯電話やスマートフォンにメール 

で届きます。防災行政無線の放送も配信します。 

  ◆登録方法 himeji@bosai.net 宛への空メールか、ＱＲコードを読み取っ

て、空メールを送信してください。 

   ※この他にも、ＮＨＫ、サンテレビ等のデータ放送、Ｙａｈｏｏ！防災 

   速報など、様々なツールによる情報発信を行っています。 

    詳しくは、市のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

（Android用） （iPhone 用） 

（情報発信手段） 

（アプリ画面） 

mailto:himeji@bosai.net
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15 防災行政無線運用マニュアル 

10 自治会放送と防災行政無線の設置目的等について  

屋外スピーカを使った音声による情報伝達手段という点では、自治会放 

送と防災行政無線は同じですが、自治会放送は、住民の交流や絆を育む地 

域情報などを放送し、防災行政無線は、市からの緊急情報などを放送する 

ため設置の目的や役割が異なります。 

【設置目的・役割】 

自治会放送（設備） 

住民の交流や絆を育む地域情報などを放送し、地域住民が協力し合えるよう

地域の身近な情報を共有することで、住民同士が相互に協力し豊かで、住み

やすい地域をつくるために、自治会放送が寄与しています。 

（自治会が独自に設置。市の補助制度有り） 

※市の補助制度の問合せ先：市民活動推進課 ０７９－２２１－２０９９ 

防災行政無線 

本市からの避難情報や国民保護情報などの緊急情報をサイレンや音声により

一斉に伝達し、市民の皆さまの命を守るために、適切な行動を促す契機とす

るものです。また、法律により目的外使用が禁止されています。 

11 屋外スピーカの地域使用について   

（１）概 要 

屋外スピーカの放送は、防災センターから行う無線放送と、屋外スピ 

  ーカに設置したボックス内の受話器（以下「屋外放送設備」という。） 

を使用する自局放送の２種類があります。 

（２）使用対象者及び設備 

   屋外放送設備を使用できる方は、施設管理者や自治会（以下「施設管 

  理者等」という。）に属する方であり、使用可能な屋外放送設備は当該 

組織の属する校区内とします。 

（３）鍵の管理 

   施設管理者等は、屋外放送設備の鍵の管理を適切に行ってください。 

（４）放送可能事項 
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16 防災行政無線運用マニュアル 

① 災害時等において、緊急に放送を要する防災等に関する事項。 

② 自主防災組織等による防災訓練等に関する事項。 

③ その他市が特に必要と認める事項。 

（５）注意事項 

① 氏名、住所、電話番号等の個人情報を放送してはいけません。 

② 放送の開始にあたっては、「こちらは○○○自治会です。」等、当 

 該自治会等による放送であることを明確にし、放送に伴う問い合わせ 

等に対応してください。 

③ 学校等の施設に設置された屋外放送設備を利用する場合は、予め学 

 校等の許可を得ておき、授業等の妨げにならないよう、十分配慮して 

ください。 

④ 誤操作によりサイレン等が吹鳴されてしまった場合は、速やかに訂 

正の放送を行ってください。                   

⑤ 放送中であっても、市又は全国瞬時警報システムからの無線放送が 

優先されるため、当該放送が中断された場合は、無線放送の終了後、 

再度放送を行ってください。 

⑥ 防災訓練等の放送を行うときは、「訓練」の語句を２回以上放送事 

 項に冠して行ってください。 

⑦ 自治会等の放送に起因する苦情に対しては、使用した者の責におい 

 て対応してください。 

 

12 情報入手手段の説明について   

防災行政無線をはじめ、各種情報入手手段の使い方の説明については、 

市のホームページや市公式ＬＩＮＥをはじめ、市政出前講座（防災出前講 

座ステップ１防災を学ぼう！、ご存知ですか？国民保護・Ｊアラート）や 

市職員が立ち会う防災訓練など、様々な機会を捉えて行っています。 

 ぜひ、ご参加いただき、日頃から、情報入手手段に、使い慣れておきま 

しょう。 
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17 防災行政無線運用マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈問合せ先〉 

〒６７０－０９４０ 姫路市三左衛門堀西の町３番地 

危機管理室 危機管理・国民保護担当（防災センター５階）  

電話    ０７９－２２３－９６００、９５８８、９６０１ 

ファクス  ０７９－２２３－９５４１ 

電子メール kokuminhogo@city.himeji.lg.jp 

 

〔令和３年４月１日初版〕 
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